
鐵
道
船
舶
郵
便
法

こ
れ
は
「
く
ろ
が
ね
の
み
ち
」
が
臺
灣
總
督
府
報
（
官
報
）
か
ら
鉄
道
関
係

の
記
事
を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。
内
容
は
記
述
そ
の
ま
ま
旧
か
な
使
い
で
転
記

し
て
い
ま
す
。
な
お
転
記
の
際
に
は
注
意
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
資
料
の
内
容

の
正
確
性
は
担
保
し
ま
せ
ん
。
内
容
に
付
い
て
の
誤
り
に
つ
い
て
お
気
づ
き
の

方
は
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
三
日

初
版

府
報

第
八
百
十
四
號

明
治
三
十
三
年
九
月
九
日

朕
帝
國
議
會
ノ
協
賛
ヲ
經
タ
ル
鐵
道
船
舶
郵
便
法
ヲ
裁
可
シ
茲
ニ
之
ヲ
公
布
セ

シ
ム

御

名

御

璽

明
治
三
十
三
年
三
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

侯
爵
山
縣
有
朋

逓

信

大

臣

子
爵
芳
川
顯
正

法
律
第
五
十
六
號

鐵
道
船
舶
郵
便
法

第
一
條

本
法
ニ
於
テ
鐵
道
運
送
業
者
ト
稱
ス
ル
ハ
私
設
鐵
道
条
例
ニ
依
リ
鐵

道
ヲ
以
テ
運
送
營
業
ヲ
爲
ス
者
ヲ
謂
ヒ
船
舶
運
送
業
者
ト
稱
ス
ル
ハ
商
法
ニ

依
リ
船
舶
ヲ
以
テ
運
送
營
業
ヲ
爲
ス
者
ヲ
謂
フ

第
二
條

鐵
道
運
送
業
者
ハ
郵
便
取
扱
ノ
為
郵
便
官
署
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
ハ
鐵

道
用
地
及
停
車
場
建
物
ノ
一
部
ヲ
供
シ
又
ハ
建
物
ノ
建
築
若
ハ
改
築
ヲ
爲
ス

ヘ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
土
地
建
物
ノ
資
料
料
及
建
築
改
築
ノ
費
用
ハ
郵
便
官
署

之
ヲ
支
給
ス

第
三
條

鐵
道
運
送
業
者
ハ
郵
便
官
署
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
ハ
定
期
列
車
毎
ニ
郵

便
車
ト
シ
テ
列
車
定
數
ノ
總
容
積
ノ
五
分
ノ
一
迄
ハ
其
ノ
列
車
ノ
一
部
ヲ
供

給
シ
又
ハ
郵
便
官
署
ノ
交
付
ニ
係
ル
同
一
容
積
以
内
ノ
郵
便
車
ヲ
聯
結
ス
ヘ

シ船
舶
運
送
業
者
ハ
郵
便
官
署
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
船
舶
ニ
相
當
ノ
郵
便

船
室
ヲ
供
給
ス
ヘ
シ

第
四
條

郵
便
車
ノ
構
造
ハ
通
常
客
車
ト
同
一
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
五
條

郵
便
車
又
ハ
郵
便
船
室
ニ
ハ
郵
便
物
郵
便
取
扱
員
及
其
ノ
監
視
員
ノ

外
搭
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
條

鐵
道
運
送
業
者
又
ハ
船
舶
運
送
業
者
ハ
郵
便
官
署
ノ
要
求
ニ
應
シ
郵

便
車
又
ハ
郵
便
船
室
ニ
郵
便
物
ノ
取
扱
ニ
必
要
ナ
ル
設
備
及
維
持
ヲ
爲
ス
ヘ

シ鐵
道
運
送
業
者
ハ
郵
便
官
署
ノ
交
付
ニ
係
ル
郵
便
車
ヲ
保
管
ス
ヘ
シ

前
二
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
設
備
維
持
及
保
管
ニ
要
ス
ル
費
用
ハ
郵
便
官
署
之
ヲ

支
給
ス

第
七
條

鐵
道
運
送
業
者
ハ
列
車
仕
立
驛
ニ
於
テ
指
定
ノ
郵
便
車
ノ
外
臨
時
容

積
ノ
增
加
ヲ
要
シ
又
ハ
臨
時
郵
便
車
ノ
聯
結
ヲ
要
ス
ル
為
其
ノ
列
車
出
發
時

刻
三
十
分
前
迄
ニ
郵
便
官
署
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
郵
便
車
ヲ
聯
結
シ
又

ハ
通
常
客
車
ヲ
其
ノ
代
用
ニ
供
ス
ヘ
シ

第
八
條

鐵
道
運
送
業
者
ハ
郵
便
官
署
ニ
於
テ
郵
便
車
ニ
依
ラ
サ
ル
郵
便
物
ノ

運
送
ヲ
要
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
旅
客
列
車
ニ
依
リ
運
送
ス
ル
貨
物
ト
同
一
ノ
方

法
ヲ
以
テ
之
ヲ
運
送
ス
ヘ
シ



第
九
條

鐵
道
運
送
業
者
列
車
ノ
発
着
時
刻
ヲ
變
更
ス
ル
ト
キ
ハ
七
日
以
前
ニ

之
ヲ
郵
便
官
署
ニ
報
告
ス
ヘ
シ
但
シ
天
災
其
ノ
他
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
故
ノ

為
發
著
時
刻
ノ
變
更
ヲ
決
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
報
告
ス
ヘ
シ

第
十
條

郵
便
車
ノ
使
用
料
金
ハ
左
ノ
割
合
ニ
依
ル

三
百
立
方
尺
迄

一
哩
毎
ニ

金
一
錢
八
厘
以
内

五
百
立
方
尺
迄

一
哩
毎
ニ

金
三
錢
五
厘
以
内

七
百
立
方
尺
迄

一
哩
毎
ニ

金
五
錢
六
厘
以
内

千
立
方
尺
迄

一
哩
毎
ニ

金
九
錢
以
内

千
立
方
尺
ヲ
超
過
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
全
容
積
ニ
對
シ
百
立
方
尺
迄
ニ
付

一
哩
毎
ニ
金
一
錢
以
内

郵
便
車
ノ
容
積
ハ
各
列
車
ニ
於
ケ
ル
郵
便
車
總
容
量
ヲ
以
テ
之
ヲ
算
定
ス
其

ノ
容
積
ノ
算
定
方
法
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

郵
便
物
ヲ
旅
客
列
車
ニ
依
リ
運
送
ス
ル
貨
物
ト
同
一
ノ
方
法
ヲ
以
テ
運
送
セ

シ
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
運
送
料
金
ハ
其
ノ
鐵
道
運
送
業
者
ノ
定
メ
タ
ル
普
通
貨

物
運
賃
ノ
最
低
額
ノ
半
額
以
内
ト
ス

郵
便
官
署
ヨ
リ
郵
便
車
ヲ
交
付
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
鐵
道
運
送
業
者
ニ
支
給

ス
ヘ
キ
金
額
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
十
一
條

船
舶
運
送
業
者
ハ
船
舶
ニ
搭
載
シ
タ
ル
郵
便
物
ヲ
其
ノ
目
的
地
ニ

於
テ
他
ノ
貨
物
ニ
先
チ
陸
揚
ス
ヘ
シ
天
災
事
變
ノ
為
航
海
途
中
ニ
於
テ
積
替

若
ハ
陸
揚
ス
ル
ト
キ
亦
同
シ

第
十
二
條

船
舶
運
送
業
者
ニ
交
付
ス
ヘ
キ
運
送
料
金
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ

依
ル

第
十
三
條

郵
便
物
搭
載
列
車
天
災
事
變
ノ
為
其
ノ
進
行
ヲ
停
止
シ
タ
ル
ト
キ

又
ハ
郵
便
物
搭
載
船
舶
航
行
中
天
災
事
變
ニ
因
リ
郵
便
物
ヲ
陸
揚
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
鐵
道
運
送
業
者
又
ハ
船
舶
運
航
業
者
ハ
郵
便
取
扱
員
ノ
在
ラ
サ
ル
場
合

ニ
限
リ
直
ニ
該
郵
便
物
ヲ
附
近
郵
便
官
署
ニ
送
達
ス
ヘ
シ
其
ノ
送
達
ニ
要
ス

ル
費
用
ハ
之
ヲ
支
給
ス

第
十
四
條

第
三
條
ノ
要
求
ニ
應
セ
サ
ル
者
又
ハ
正
當
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
第
二

條
若
ハ
第
七
條
ノ
要
求
ニ
應
セ
サ
ル
者
ハ
五
十
圓
以
上
五
百
圓
以
下
ノ
罰
金

ニ
處
ス

第
十
五
條

第
六
條
第
一
項
及
第
二
項
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
又
ハ
正
當
ノ
理
由
ナ

ク
シ
テ
第
八
條
ノ
要
求
ニ
應
セ
サ
ル
者
ハ
二
十
圓
以
上
二
百
圓
以
下
ノ
罰
金

ニ
處
ス
第
五
條
ニ
違
反
シ
タ
ル
鐵
道
運
送
業
者
及
船
舶
運
送
業
者
亦
同
シ

第
十
六
條

第
十
三
條
ニ
依
ル
送
達
ヲ
爲
サ
サ
ル
者
ハ
十
圓
以
上
百
圓
以
下
ノ

罰
金
ニ
處
ス

第
十
七
條

過
失
ニ
依
リ
運
送
中
ニ
係
ル
郵
便
物
ヲ
亡
失
シ
又
ハ
之
ヲ
毀
損
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
鐵
道
運
送
業
者
又
ハ
船
舶
運
送
御
者
ヲ
十
圓
以
上
百
圓
以
下
ノ

罰
金
ニ
處
ス

第
十
八
條

第
九
條
又
ハ
第
十
一
條
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
二
十
圓
以
下
ノ
罰
金

ニ
處
ス

第
十
九
條

法
人
ノ
業
務
ニ
關
シ
其
ノ
代
表
者
又
ハ
雇
人
其
ノ
他
ノ
従
業
者
前

數
條
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
刑
罰
ヲ
法
人
ニ
適
用
ス

法
人
ノ
處
罰
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
法
人
ノ
代
表
者
ヲ
以
テ
被
告
人
ト
ス

法
人
ヲ
處
罰
ス
ル
ノ
裁
判
確
定
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
罰
金
ニ
關
シ
テ
ハ
一
月
以
内

科
料
ニ
關
シ
テ
ハ
十
日
以
内
ニ
之
ヲ
納
完
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
民
事
訴
訟
法
第
六

編
ノ
規
程
ニ
從
ヒ
テ
其
ノ
執
行
ヲ
爲
ス
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
檢
事
ノ
命
令
ヲ

以
テ
執
行
力
ヲ
有
ス
ル
債
務
名
義
ト
同
一
ノ
效
力
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

前
項
ニ
依
リ
執
行
ヲ
爲
ス
ニ
ハ
執
行
前
裁
判
ノ
送
達
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
要
セ
ス

第
二
十
條

軌
道
條
例
ニ
ヨ
リ
運
送
營
業
ヲ
爲
ス
者
ニ
對
シ
テ
ハ
命
令
ノ
定
ム

ル
所
ニ
依
り
本
法
ノ
規
程
ヲ
準
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得



第
二
十
一
條

鐵
道
又
ハ
航
路
若
ハ
船
舶
ニ
關
シ
政
府
ヨ
リ
補
助
ヲ
受
ケ
若
ハ

受
ケ
タ
ル
鐵
道
運
送
業
者
又
ハ
船
舶
運
送
業
者
ニ
對
シ
特
別
ノ
命
令
ア
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
命
令
ニ
依
ル

附

則

本
法
ハ
明
治
三
十
三
年
十
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス


